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開     催 ：２０２４年３月２５日（月）１１時開場 

資 料 展 示 ：ロビー １１：００～１４：００ 

シンポジウム：開始 １２：５０～ １６：３０ 閉会 

会    場 ：東京大学 弥生講堂／一条ホール、ロビー 

            東京都文京区弥生１－１－１ 

  

主 催 ： 一般社団法人 日本飼料用米振興協会 

第１０回 

飼料用米普及のためのシンポジウム２０２４ 
 

資 料 集 
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開 催 要 領 

開催形式は、実集会と ZOOM リモートのハイブリッドで開催。 

対 象 ： 行政・自治体、コメ生産者、畜産生産者、流通事業者、 

      農業団体、飼料製造/販売事業者、物流事業者、 

      消費者団体、研究･教育・学生関係者、報道関係者 等 

主 催 ： 一般社団法人 日本飼料用米振興協会 

参加費 ： 無料 

申込み ： postmaster@j-fra.or.jp、sympo20240325@j-fra.or.jp 

 

開催趣旨・テーマ 

食料自給率を高める努力を積み重ねましょう！ 

世界・日本の食糧、農畜産事業がこれまでにないような重大な危機を 

迎えています。今、今だからこそ、これらの困難を克服するために、 

皆さんと一緒に情報を出し合い、共有しましょう。 

飼料用米の活用で得られた教訓を今後の一層の発展のために活かそう！！ 
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プログラム 
 

（敬称を略しております） 

 

開会のあいさつ 一般社団法人日本飼料用米振興協会 理事長 海老澤恵子 

連帯の挨拶 日本生活協同組合連合会 代表理事事業担当専務 藤井 喜継 

令和５年度「飼料用米多収日本一」の受賞者の紹介（P 6） 

話題提供者 

⓵ 「日本の食料自給率の実態と課題について」（P 10） 

東京大学大学院農学部 教授 鈴木 宣弘 

⓶ 「飼料用米年間 5000 トン養豚事業の取組みと今後の課題」（P 19） 

有限会社 ブライトピック千葉 取締役常務 石井 俊裕 

⓷ 「飼料用米という農業革命 

― 飼料用米圃場視察会、鶏肉・採卵事業の推進と課題 ―」（P 31） 

株式会社秋川牧園 生産部 次長（ゆめファーム）取締役農場長 村田 洋 

⓸ 「生協における産直鶏卵の取り組みと課題」（P 41） 

東都生活協同組合 事業本部商品部食品第 1グループ 商務 渡辺彩香 

⓹ 「飼料用米に関する取組み、成果と課題、政策アピール」（P 50） 

一般社団法人日本飼料用米振興協会 理事 信岡誠治 

意見交換・質疑応答 

話題提供者と会場参加者  講演者と座談会 信岡理事が司会進行 

閉会のまとめ 

 一般社団法人日本飼料用米振興協会 副理事長 加藤好一（P 54） 

参考資料 農林水産省提供「飼料用米をめぐる情勢について」 （P 56） 

 

参考資料 農林水産省提供「令和５年度飼料用米多収日本一」 （P 84） 

受賞者の取組概要 

参考資料 農林水産省提供「令和４年度飼料用米多収日本一」 （P 90） 

受賞者の取組概要（一部） 
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開会のごあいさつ 

一般社団法人日本飼料用米振興協会 理事長 海老澤恵子 
 

一般社団法人日本飼料用米振興協会のシンポジウムにご参加いただきありがとうござい

ます。 

一般社団法人日本飼料用米振興協会は、法人設立後 10年目に入り、飼料用米普及のた

めのシンポジウムも今回第 10回となりました。この間、各方面の皆さまから日本飼料用

米振興協会の活動にご理解とご協力をいただき、大変感謝いたしております。 

2020年からの 3回は、新型コロナウィルスの感染防止のため規模を縮小したり、オン

ライン併用で開催してまいりましたが、昨年 7月に第 9回目を 4年ぶりに東京大学弥生講

堂で行うことができました。 

2008年に「畜産大パニック阻止学習会」からはじまり、その後任意団体「超多収穫米

普及連絡会」を経て現在に至っておりますが、私たちは当初から、日本の食料自給率の向

上は、減反水田に耕畜連携による超多収性の飼料用米を作付けすることによって間違いな

く実現できるとの信念と、合わせて減反水田の活用による環境保全もできるとの考えで活

動してきました。 

しかし、16年を経た現在、畜産はもとより、農業生産全体への危機感は一層増してい

ます。 

世界各地での終わりの見えない戦争、国際社会での分断や対立の激化、地球規模での気

候変動の中で、わが国の食料安全保障の脆弱さに不安を抱かざるを得ません。 

今こそ、日本の食料自給率向上の取組みを一層強めること、そのための飼料用米の安定

供給こそが求められていると考えます。 

本日は東大の鈴木宣弘先生から録画での講演をしていただき、事例報告として、いずれ

も意欲的、先進的に飼料用米の生産、活用や普及を実践していらっしゃる生産者団体と生

協の３名の方に発表していただきます。 

また、日本飼料用米振興協会として「食料・農業・農村基本法改正へ向けての政策提

言」を提示させていただき、これらを踏まえて、意見交換へと進める予定です。 

この会は、生産者・生産者団体、流通、飼料など農業関係の企業、生協、消費者、研究

者、学生、行政・自治体、報道関係 他、多方面の皆さまが一堂に会して意見や疑問を出

し合い、一緒にわが国の食料問題について考える場として設定しております。忌憚のない

ご意見や質問など、大いに意見交換できれば大変意義ある会になることと思います。 

尚、農林水産省と共催で行って参りました「飼料用米多数日本一コンテスト」はこれま

で８回実施し、飼料用米生産もかなり前進いたしました。 

２月１５日に行いました審査会において令和５年度の受賞者が決まりました。 

表彰式は３月２１日に農水省のホールで執り行いました。例年、このシンポジウムの中

で表彰式も行っておりましたが、今回は別の日程と会場になっております。 

 

本日は長時間の開催となりますが、どうぞ最後までよろしくお願い申し上げます。 
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連帯の挨拶 

日本生活協同組合連合会 代表理事事業担当専務 藤井 喜継 
 

 日頃より全国の生協が事業や地域の諸活動において、大変お世話になり厚く御礼申し上

げます。 

 シンポジウムの開催にあたり、一言、連帯のご挨拶を申し上げます。 

 一般社団法人飼料用米振興協会は、2007年の世界的な穀物相場の高騰の中、畜産事業

者の経営改善を図ることを目的として設立され、多収量米、とりわけ飼料用米の普及活動

の発展に貢献されてきました。 

今般の情勢を見据えた時、御会の活動が更に重要な役割を果たされていくものと期待し

ております。 

 現在、世界の人口は増加し、それにともなって食料需要も拡大しています。また、世界

的な異常気象やロシアによるウクライナへの軍事侵攻の長期化など、不安定な国際情勢が

続き、食料市場にも大きな影響が出ています。 

くらしに目を向けると、食料、エネルギーを中心に、日々、価格の上昇が止まらず、と

くに、国内畜産業の基盤となっている輸入飼料の価格は大きな影響を受け、急速に高騰し

ています。 

こうした中、農林水産省において、「食料・農業・農村政策審議会 基本法検証部会」

が、2022年 10月より設置され、農政の根幹となる「食料・農業・農村基本法」を今の情

勢を踏まえ、見直しに向けた検討が行われています。 

日本生協連は、検証部会に消費者団体の立場で委員として参加し、米は日本で唯一

100％自給可能な穀物として、これからも安定的に生産・供給されるよう、水田稲作の生

産構造を強化することを求めるとともに、食料自給の観点から、国内需要が高く、輸入依

存度の高い飼料の国産化を強化していくことを求めています。 

改めて、御会が長年ご尽力されてきた飼料用米の普及活動の取り組みは、こうした水田

稲作の確保や飼料の国産化、両方の課題解決に向けて、多大なる貢献をされていると感じ

入るところです。 

 水田は、日本農業にとって最大のインフラであり、一度放棄してしまうと再び取り戻す

ことは容易ではありません。水田を活かし、かつ、食をめぐる構造変化に対応し、飼料自

給率が低い日本の畜産を持続可能なものにしていくためにも、飼料用米は重要です。 

また、水田の活用は、国内生産力の維持に加え、地域内での経済循環、環境や景観、生

物多様性の保全、コミュニティを維持など多面的な機能につながります。 

地域農業がさらに活性化されることで、消費者にとっても「交流」「学び」「体験」の大

切な場となります。 

 地域とともに歩む生協は、飼料用米の作付面積・生産量の確保、販路の拡大、コストの

削減、組合員認知の向上などの取り組みを通じて、飼料用米の利用を推進してまいりたい

と思います。 

  生協では、2030 年ビジョン“つながる力で未来をつくる”を掲げ、新たな挑戦をすす

めています。中でも、日本生協連・全国産直研究会は、生協産直が「持続可能な農畜水産

業・地域」に本格的に取り組むことを提唱しています。 

 飼料用米をはじめとした地域社会の取り組みが、地域の人々のくらしをより豊かにし、

日本の農業を強めていくことを誓い合ってご挨拶とさせていただきます。 
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令和５年度「飼料用米多収日本一」の受賞者の紹介 
 

農林水産省及び一般社団法人日本飼料用米振興協会は、令和 5年度「飼料用米多収日本一」

を実施し、農林水産大臣賞をはじめ各賞の受賞者を決定し、３月２１日に農林水産省講堂

で表彰式を行ないましたのでご紹介したします。 

 

1.「飼料用米多収日本一」の概要 

 

「飼料用米多収日本一」は、生産技術の面から先進的で他の模範となる飼料用米生産者を

表彰し、その成果を広く紹介することで、飼料用米生産者の生産に係る技術水準の向上を

図ることを目的として実施しています。表彰区分ごとに、審査委員会で審査し優秀と認め

られた方々に各賞を授与しています。 

【表彰区分】 

・単位収量の部 

・地域の平均単収からの増収の部 

【褒賞区分】 

・農林水産大臣賞 

・農産局長賞 

・全国農業協同組合中央会会長賞 

・全国農業協同組合連合会会長賞 

・協同組合日本飼料工業会会長賞 

・日本農業新聞会長賞 

 

2.各賞の受賞者について 

 

令和 5年度の受賞者は、以下のとおりです。 

【単位収量の部】 

褒賞              受賞者（敬称略）          都道府県 

農林水産大臣賞          山口 勝利              北海道 

農産局長賞            海地 博志              山口県 

全国農業協同組合中央会会長賞   古川 久夫              岩手県 

全国農業協同組合連合会会長賞   小針 暢芳              福島県 

協同組合日本飼料工業会会長賞   樋熊 学               秋田県 

日本農業新聞会長賞        高杉 伸悦              青森県 

 

【地域の平均単収からの増収の部】 

褒賞               受賞者（敬称略）          都道府県 

農林水産大臣賞          熊谷 聡               福島県 

農産局長賞            農事組合法人ふながわ代表者 由井 久也 富山県 

全国農業協同組合中央会会長賞   高野 博文、高野森夫         福島県 

全国農業協同組合連合会会長賞   櫻井 博               茨城県 

協同組合日本飼料工業会会長賞   牟田 基治              佐賀県 

日本農業新聞会長賞        梅村 貢司              愛知県 
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令和５年度「飼料用米多収日本一」 審査委員名簿 （敬称略） 

東京大学 名誉教授 谷口 信和 

国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構中日本農業研究センター 

転換畑研究領域畑輪作システムグループ 主席研究員 中野 洋 

株式会社トマル 常務執行役員 櫻井 康生 

生活クラブ生活協同組合・神奈川 副理事長 萩原つなよ 

全国農業協同組合中央会農政部 部長 生部 誠治 

全国農業協同組合連合会米穀部 部長 金森 正幸 

協同組合日本飼料工業会 専務理事 髙橋 洋 

日本農業新聞編集局 主幹 堀越 智子 

農林水産省農産局穀物課 課長補佐（総括及び総務班） 小口 悠 
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食料自給率をめぐる諸問題 
 

鈴 木 宣 弘 

講演者プロフィール 

鈴木 宣弘（すずき のぶひろ、1958 年 10 月 25 日） 

農業経済学と国際経済学を専門とする経済学者。東京大学大学院農学生命科学研究科教

授。東京大学農学部卒業後、農林水産省に入省。九州大学大学院教授などを経て、2006

年から現職。博士（農学・東京大学）。日本の反農薬運動を牽引し、各地の講演会や勉

強会で講師を務める。 

『農業消滅―農政の失敗がまねく国家存亡の危機』『食の戦争―米国の罠に落ちる日

本』『悪夢の食卓―TPP 批准・農協解体がもたらす未来』『世界で最初に飢えるのは日

本』など著書多数。 

 
■世界情勢の悪化 

今の世界情勢のおさらいから始めます。今、私が「クワトロ・ショック」と呼んだ状況

があります。 

 

①コロナ禍 

②中国の「爆買い」（小麦、大豆、トウモロコシ、牧草、魚粉、肉、魚も）、 

③異常気象 

④紛争のリスクの高まり(ウクライナ紛争、中東紛争) 

 

コロナ・ショックから始まり、小麦、大豆、トウモロコシ、牧草、魚粉、肉、魚にいた

るまで、中国の「爆買い」が凄い。 

日本が買いに行っても残っていません。 

中国の方が高い価格で大量に買い付ける力がある。 

そして異常気象の通常化。 

日本も今年は猛暑でかなりの産地が打撃を受けました。 

世界中で異常気象が通常気象のようになってきて、不作が頻発しています。 

間違いなく需給のひっ迫基調を強めています。 

そこに紛争リスク。 

ウクライナ紛争、さらには中東の紛争が勃発して大変なことになってきた。 

 

まずロシアやベラルーシにとって日本は敵国ですから、売らないと言い始めた。 

ウクライナは世界の穀倉と言われていますが、紛争で破壊されて輸出できない。 

そうした中で一番深刻なのは、インドのように、米や麦で世界１位、２位の生産・輸出

国が自国民を守るために防衛的に農産物の輸出を止めるという輸出規制がどんどん広がっ

ていて、そうした国々がいまや３０カ国ぐらいになってきました。 

インドは最初に小麦の輸出を止めて、最近は米も止めた。 

インドは世界の米の輸出の４割を占めている国です。 

その中で日本の農業が深刻な事態になってきています。 

まず穀物が十分に手に入りません。畜産の餌が大変なことになりました。 

酪農・畜産農家がバタバタ倒れています。 

もうひとつの大きな問題は化学肥料です。 

化学肥料の原料を日本はほぼ１００％輸入に頼っています。 
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一番頼っていた中国は自国の需要が増えたかもう売らないと言い始めている。 

それで困っていたら、今度はカリウムを依存しているロシアやベラルーシが敵国には売

らないとなった。 

お手上げ状態です。 

このようになってくれば、慣行農法（化学肥料と農薬の使用を前提とした栽培方法）が

９９．４％を占めている日本で、そのような化学肥料や農薬を普通に使う農業そのものの

存続に大きな課題が突きつけられているわけです。 

そして、もうひとつ大変なのは、中国は今、有事、戦争に備えて、１４億人の人口が１

年半食べられるだけの食料の備蓄をしようとしています。 

そのために国内生産の増産だけでなく、世界中から穀物などを買い占めています。 

こうなってくると状況はそう簡単に改善できない。 

 

■米増産の重要性 
日本は備蓄がどれだけありますか？ 

米を中心にせいぜい１．５カ月か２か月分です。 

本当にモノが海外から止まり始めたら、日本人の命を守ることはそれでできるのか。米

は減反、減反と言われてどんどん減らして、８００万トン弱しか生産していません。 

でも皆さんが頑張ってくださって安全で美味しいお米をどんどん増産していければ、実

は日本の田んぼを全部使えば１２００万トン以上も米ができる。 

それぐらいの生産力は十分あるわけです。 

皆で頑張ってもっといいものを増産して、政府の責任で備蓄も、そして飼料米も、もっ

と増やせばいいのです。 

それが一番大事な命を守ることになるはずです。 

しかし、政府はそんな金はないという。 

でもそれは違う。 

もしも日本が米国から在庫処分でトマホークを買うために４３兆円も使うお金があるな

らば、まず皆がしっかりと食料を生産できるようにして、備蓄も増やしていく。 

エサ米も増やして畜産も守り、いざというときは人間も守れる。そのために数兆円使う

ことの方が、命の守るために先にやるべきことではないでしょうか。 

 

■種の問題も深刻 

種の問題も深刻です。 

日本の野菜の自給率は８０％と言われていますが、その９割が海外の畑で種取りをして

もらっている。 

コロナ・ショックでこれが止まりそうになって大騒ぎになった。 

本当に止まったら自給率は８％に落ち込みます。 

でも種の輸入が止まったら、国内で種取りして植えればいいと言いますが、ほとんどの

種はＦ１品種にされてます。 

なので、種を植えても同じものはできません。 

だから、皆さんがやっておられるように、自分たちの大事な種を循環させる仕組みをき

ちんと作らなければ、日本は持たない。 

食料は命の源ですが、その源は種です。 

それをどうやってしっかりと皆で守るか？ 

そういうことも含めて、日本の食料自給率を再計算すると、３８％という自給率に、も

しも肥料が止まったらどうなるか？ 
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肥料が止まったら普通の農業だったら収量は半分になる。 

自給率は２２％に下がります。 

その上、種も止められたらどうなるのか？ 

９．２％にまで落ち込みます。 

種については野菜だけじゃなくて、米や大豆や麦も海外に９割握られるという想定をし

ました。 

そんなことないじゃないかと言われるかもしれないが、私たちはそういう方向性に今進

んでいる。 

モンサントバイエルさんとか、グローバル種子農薬企業は「種を制するものは世界を制

する」と言って、世界中の種を自分のものにして、それを買わないと生産できないような

仕組みづくりを世界中でやろうとしているが、世界の農家市民が猛反発して苦しくなって

いる。 

苦しくなると、何でも言うことを聞く日本でもうけりゃいいじゃないかと、日本にいろ

んな要求がきた。 

まず言われたのが、公共の種やめろと。 

国がお金出して、県の試験場で良い種作って、それを農家さんに安く供給する、こんな

事業はやめろと言われて、種子法廃止。 

やめただけじゃダメで、良い種は企業に渡せといわれて、そういう法律まで作らされ

た。 

さらに、種もらっただけじゃダメだ。 

農家が自家採取できると次の年から売れなくなるので、自家採取を制限しろと言われて

種苗法の改定。 

シャインマスカットの苗が中国韓国に取られたから日本の種を守るんだと言って、いろ

んな改定をやったけれども、実際やったことは日本の大事な種を海外の大きな企業に渡し

ていくような流れを自ら作ってしまってるんじゃないか、こんなことやっていたら、本当

に９．２％に近づいているのだということを深刻に受け止めなければいけない。 

 

■低い食料自給率の怖さ 
アメリカの大学が学会誌に「追い打ちをかける」ような試算を出してきた。 

世界で局地的な核戦争が起きただけでも、被ばくによる死者よりも物流が止まることに

よる餓死者が大変で、世界で３億人くらいの人が亡くなるが、世界の餓死者は日本に集中

すると。 

世界の餓死者の３割。 

日本の人口の６割で、７２００万人がこれで餓死します。 

そんな馬鹿なというかもしれませんが、さっきから言っていることからすれば、これで

もまだ過小評価じゃないのというくらいの数字ですよね。 

だから、食料を自給できない人たちは奴隷だと、食うものなければ自給したい、これな

くして真の独立はないと、いろんな方が言っているが、本当にそうだ。 

３８％でも低すぎると言っているが、種や肥料まで考えたら実質１割切るようなところ

に向かっている。 

このような国が、不測の事態に国民の命を守れる独立国と言えるのかということです。 

 

■生産調整から需要創出へ 
ともかく私たちは総力を挙げて国内の、そして、地域、地域でがんばっている農業生産

をさらに維持拡大してもらえるように、みんなで支え合う仕組みを作らないといけない。 
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まず、やっぱり日本は田んぼを、米を考えましょうと。 

しかし米価を見てみたら、在庫が多いからと、どんどん価格が下がって、一時、１俵９

千円くらいのお米まで出てきた。 

かたやコストは１万５千円かかるわけですよ。 

大赤字じゃないですか。 

今少し米価は上がり始めましたが、コストのほうは肥料も２倍、燃料も５割高。 

もっともっと上がっているわけですね。 

ますます赤字が拡大しているわけですよ。 

頑張ってもらいたい農家さんなのに、赤字さらにが拡大してみんな倒れてきている。 

こんなんでやっていけますか？ 

じゃあどうする？ 

でも、政策が出てこない。 

いや、余ってんだから価格なんか上げれないし米作らなきゃいいだろと。 

牛乳も余ってんだから、牛乳絞るな、牛殺せと。 

北海道では牛乳捨てるはめにさえなった。 

何をやっているのでしょうか。 

今こそしっかり国内生産みんなで頑張ってもらって、みんなが食べていけるようにしな

きゃいけないのに、まさに「セルフ兵糧攻め」と言ってもいいような大事な生産力をそぎ

落とすような方向に政策が向かっている。 

他の国は、コロナ・ショックで在庫が増えたっていうけど、それは食べたくても食べら

れない人が増えたんだから、本当は足りてないんだと。 

農家さん頑張って、もっともっと作ってくださいと。 

それを政府がしっかり買い取って、子ども食堂やフードバンクを通じてみんな届けて助

けますと。 

海外でも困ってる人増えてんだから、そっちの方に持っていきますよと。 

そうやって出口、需要をしっかり作って、みんなを助けて、農家さんにも還元される。 

供給で無理に調整しようとして現場を振り回し、農家を疲弊させるのをやめて、政府が

しっかり出口を創って需給調整する方向に切り替える必要があります。 

財務省にはよく考えてもらいたい。 

今、農業の予算を減らすことを喜びにしている場合なのか。 

今何をやらなきゃいかんのか、何を守んなきゃいけないのかっていうことが見えてな

い。 

今、米余ってから作るなと言うだけじゃなく、米の代わりに小麦や、そばや餌米とか作

った時に補助金出すと言っていた、その補助金でさえ、条件厳しくして、もう出さないと

言い始めた。 

これでは、作るものなくなってきて、ますます耕作放棄地が増えてます。 

さらにもう 1つ。米余ってんだから田んぼ潰せって言い始めた。 

余ってんだから田んぼ潰して畑か、山に戻せば手切れ金だけ出してやるって。全く短絡

的ですよね。 

畑も大事ですけども、田んぼがあれば田んぼで米作って、それが 1番の命の源です

し、そして地域コミュニティも伝統文化も、洪水も止めてくれる。 

こういう風な、多様な役割も考えられなくて、余ってんだから潰せば一時金だけ出すっ

て、これは大局的見地、国家観の欠如と言わざるを得ない状況になってます。 

飼料米についても、金額が増えてきたから、そろそろ頭打ちにしようとか、そういう発

想ではいけない。 
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海外からの飼料穀物が滞りつつある中、米を飼料として活用する政策の強化は不可欠な

国家戦略、安全保障政策だという認識の欠如が大きな問題です。 

 

■農家の疲弊は他人事ではない 
グラフの通り、赤線（重油）や黄色（複合肥料）や緑線（配合飼料）のように皆コスト

高に悩まされている。しかしながら一方で農産物価格の青い線だけは、地べたはいつくば

っています。 

こういうグラフを見て、消費者の皆さんは「農業って大変だよね」みたいにまるで他人

事のように言っています。 

でもこれ、他人事じゃないです。 

こんな状態が続いて、農業が苦しくなっていったら、そして一方で台湾有事で攻めて行

くぞ、なんて言ってたら本当に私たちはいざという時に食べるものがなくなる。 

だから農業問題とは、農家さんの問題をはるかに超えて、消費者自身の、国民の、自分

の命の問題だと考えないといけません。 

そのことは昨年の猛暑でもよく分かりました。 

例えば日本で一番食料自給率の高い都道府県は北海道で２２３％。 

それに対して東京都は〇％です。 

このことの意味をよく考えなきゃいけない。 

『世界で最初に飢えるのは日本』という私の本が衝撃を与えましたが、では日本で最初

に飢えるところはどこですか？  

誰ですか？ と言うことです。 

今回のように海外からモノが入りにくくなっている中で、主産地である北海道などが頑

張ってくれていれば、私たちはそこから食料を調達すればいいよね、と東京の方が思って

いたら、大間違いです。 

日本国内の主産地も被害を受けたら、まず食料が手に入らなくなるの都市部の皆さんで

す。特に都市部の皆さんは誰のおかげで命が繋がっているのかということをもっと考える

べきです。そういう意味を私たちは考えなくてはいけません。 

消費者・地域の住民の皆さんは誰のおかげで命が繋がっているのか？ 

農家の方が頑張ってくれているから、私たちは健康を保ち、命を守れている。 

そのことの重要性を、今こそ考えないといけないということです。 

佐賀県の山口祥義知事は、人口が多いだけで偉そうにしはいけない、食料をどれだけ要

求できるかが命に繋がるんだから、国会議員の定数も食料自給率に基づいて再配分すべき

だという計算を出しました。 

これに基づくと東京の議員定数はゼロ議席になる。 

他方、北海道は５９議席とかなり増えます。 

これは極端な数字ですが、こうした計算の意味をよく考えなきゃいけない。 

 

■農業基本法の改定 
そういう中で農業基本法の改定、農業の憲法も改定される。 

これだけの世界情勢の悪化と、国内の農業がコスト高で苦しんでいる。 

放置できないので、抜本的な政策を打って、今度こそ自給率を上げて、皆の命を守れる

ようにするんだと思ったら、食料安全保障の重要性は認識されているものの、食料自給率

向上という言葉がほとんど出てこない。 

議論の過程では、食料自給率を指標にすると国益を見誤るのではないかという見方さえ

出ていたという。 
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そして、目玉は「有事立法」だという。 

「「平時」と「有事」を分けて考えることが重要だ」と。 

「平時」は国内生産を抜本的に強化する具体策は示されないまま、輸入先とどう仲良く

するか、あるいは、日本の商社などによる海外現地生産の投資を拡大するなどとしてい

る。 

しかし、いざという時には誰も売ってくれなくなる。 

運べなくなる。そのことをよく考えたら、国内をどうするか？という話になるはずで

す。 

それをしないまま、海外に頼る方策だけ示し、有事のための「有事立法」だけ作るとい

う。「有事になったら大変なので、皆さん、命令するので、花を育てている方も一斉にさ

つまいもを植えなさい」みたな話のようだ。 

平時から支える政策なしに有事だけ作れといわれてもできません。 

しかも、「命令に従って食料を作って供出しなさい。それに従わなかったら２０万円以

下の罰金だ」と。 

そんなことの前に今、頑張ってる農家の皆さんをどう支えるかという政策を充実させれ

ば、そんなことは必要ないわけです。 

 今後の国会で、しっかり議論していただきたいと思います。 

 

■フードテックが解決策か 
今、世界で農家の怒りが爆発しています。 

欧州各地で高速道路を農家の皆さんがトラクターや人海戦術で封鎖した。 

これによって都市の中心部から食料を消してしまった。 

ここまでやってます。 

ひとつの大きな理由は燃料価格の高騰だけでなくて、今ヨーロッパで「環境規制」を名

目にして、農業を廃業に追い込むとか、補助金をカットするという政策が強まっている。 

それに対する大きなデモが起きているわけです。 

これは日本も本当に厳しい状況にあると思いますが、日本の農家の皆さん本当に我慢強

い。 

もうちょっと怒ってもいいんじゃないかというぐらいの状況です。 

 それからもうひとつ、これに関連して重要な問題はコオロギ食です。 

まともな食料生産を支える政策が出てこないのに、だからコオロギを食べればいいっ

て、違うでしょ。 

まともな食料生産はどうするのか？ 

というと、実は地球温暖化の一番の悪者は田んぼのメタンガスと牛のゲップだったと農

家を悪者扱いする。 

悪者は農業じゃないですよ。 

工業化したから温暖化したに決まっているじゃないですか。 

それを農業や酪農・畜産を悪者にする。 

「環境に優しい農業」にと言わずに、今度は「代替的食料生産だ」と言って、コオロギ

を食べて、培養肉・人工肉にしていこうとしている。 

一部の企業の儲けだけですよ。 

そういう話に繋げようとしているのではないか。 

 

ある政治家が、テレビで食べるパフォーマンスをしていましたが、今までコオロギ食べ

てこなかったということは健康リスクがあるという証ですよね。 
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それなのに、徳島県の高校ではコオロギを給食に出したって大騒ぎになっていました

ね。 

そして、アミノ酸とか書いとけばコオロギだとわからないようにして、日本人が食べる

食品に全部混ぜてきている。 

そんなことしていいのかということも含めて、私たちはよく考えなくてはいけない。 

 

さらにこの流れが悪い方向に強化されつつあると思わされたのが、この１月のスイスの

ダボス会議です。 

モンサントを買収したバイエルのＣＥＯがそこで何と言ったか？ 

「アジアのほとんど地域では未だに水田に水を張る稲作が行われている。水田稲作は温

室効果ガス、メタンの発生源だ。メタンはＣＯ２の何倍も有害だ」 

さらには、「農業や漁業は『エコサイド』（生態系や環境を破壊する大量殺戮罪）とみな

すべきだ」と耳を疑うような発言も飛び出している。 

 

これに日本の動きも呼応しています。 

水田を畑や山にすれば手切れ金だけ出すとして田んぼを潰し始めています。 

それに補正予算で 750 億円も付けました。 

また、「田んぼの中干しの期間を長くしなさい」と要請してきたのです。 

これは逆じゃないですか。田んぼにできる限り水を張ることが、生物多様性を守り、環

境を守って、環境にも人にも優しい稲作になるはずです。 

それをメタンの問題だけ言って、中干しを延長しないとだめだという。 

田んぼを否定するような政策を日本も始めているのでしょうか。 

 

さらに、「みどり戦略」では「スマート農業の推進」ということも言っています。 

作業が楽にするというスマート農業も大事です。 

けれども、ここに目をつけて、バイエル（モンサント）やＩＴ大手のビル・ゲイツがこ

んなこと言っているようです。 

「農家の皆さんは、早めにやめてもらっていい。 

ドローンとセンサーを張り巡らして機械の自動制御をする。 

そして無人農場を投資家に売って儲ける」と。 

そんなバカな、です。 

ビル・ゲイツと言えばコオロギ食も言っていました。 

「彼は農家を追い出してコオロギや無人農場で儲けようとしている」と言うと、陰謀論

かと言われるけれど、フードテック解説には、そのとおり書いてある。 

なんと日本は国策でフードテックを進めると言っているのです。 

日本はフードテックで投資が世界に遅れている。 

だから、これをどうしても進めなきゃいけないという。 

その根拠は何か？ 

先述の通り、「農業は温室効果ガスの主要排出源。一番の主犯だ。だから農業は代替的

食料生産に持っていくべきだ。これからはコオロギ、人工肉、バ培養肉、植物工場、無人

農場だ」というのです。 

国の方針にこれが出てきているのです。 

何ですか、これは？ 

こんなことを国が政策で進めると本当に言っているとすれば、とんでもない話ですよ

ね。 
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食の安全性も自給率も、地域コミュニティも伝統文化も壊す。 

それは環境に優しい農業ではありません。 

農業そのものを代替的食料生産に変えていくというような流れはけっして受け入れられ

るものではありません。 

私たちはこういう方向性ではないんだと、生産者とそれを理解できる消費者の皆さんが

ホンモノで繋がる、本当の意味での「強い農業」を広げていかねばなりません。 

 

■循環型地域自給圏の展開 
私たちは戦後すぐに学校給食で子供たちから食生活の改変をされて、アメリカのグロー

バル穀物商社が儲けるような占領政策を行われましたが、こんどは、ゲノム編集トマトを

日本の子供たちの給食などから普及させ、グローバル種子農薬企業の利益にしようという

動きもあります。 

今でも形を変えて同じようなことが行われていると言ってもおかしくない状況です。 

これはまずい。 

国がすぐに動かなくても、私たちがまず子供たちを守っていかなきゃいけない。 

給食でやられたんだから、給食を取り戻しましょう、という動きが高まっています。 

 

いま各地の自治体で給食を公共調達にして、地元のお米や野菜をしっかりと子供たちに

届ける仕組みを充実してきています。 

そうした動きがたくさん出てきています。 

例えば千葉県のいすみ市では１俵２万４千円で有機米を買い取り、これが軌道に乗って

きた。 

京都府の亀岡市の市長さんはいすみ市が１俵２万４千円ならうちは４万８千円で買い取

ると宣言しました。 

これで頑張っているの皆さんにとっても地元で大きな出口がもうひとつできる。 

価格もしっかり安定する。 

子供たちが元気になり、やりがいもある。 

みんなにとってこれはプラスになる方向性だということで、ぜひこういうことを、さら

に広げていこうじゃないかということがあります。 

 

私たちは、地域のいい種を自分たちでしっかり循環させて、生産できたものを、できる

だけ地域でまず出口をつくり、需要をつくって、皆で支えていくような仕組み、そのひと

つの核が給食の公共調達であり、生協の産直の仕組みであり、そしてもうひとつ重要なの

が、直売所、マルシェのような仕組みを充実させて、そこで取引できる量をいかに増やす

か。 

こういう仕組みを駆使して、私たちは「地域の種から作る循環型食料自給権」をベース

にして、みんなの取り組みをさらに地域でまず自給圏を作り、さらにそれを全国的に広げ

ていく。これが日本全体の食料自給率向上につながります。 

そして、政府もしっかりと現場の赤字を抜本的に補填できる直接支払いを発動してもら

いたい。 

米でいうと、１０ａにつき３万円くらいの補填は不可欠に思われます。 

それにかかる費用は３５００億円程度と見込まれる。 

そんな金額が出せるわけがないだろうと財務省に一蹴されて終わりでいいのだろうか。 

トマホークに何十兆円もかけるなら、国民の命を守る食料に、これだけのお金が出せな

い理由はない。 
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この当たり前のことがきちんと実現できるように、真の安全保障とは何か、しっかりと

認識する必要があるのではないか。 

飼料米についても、重要な安全保障政策の一環として認識すれば、その大幅な拡大が必

要なことは明らかであり、よく根拠のわからないような予算の上限を設定すべきではな

い。 

食料自給率の再計算 

 

資料: ＪＡ全中  

品目
総供給熱量

(kcal)

国産熱量

(kcal)

自給率

(%)

肥料輸入停止

時の国産熱量

(収量半減)

収量半減時

の自給率

種自給率10%

を考慮した

国産熱量**

飼料、肥料、

種を考慮した

実質自給率

米 476 474 99.6 237 49.8 23.7 5.0

小麦 299 47 15.7 23.5 7.9 2.4 0.8

いも類 41 26 63.4 13 31.7 13 31.7

でん粉 154 12 7.8 6 3.9 6 3.9

大豆 73 18 24.7 9 12.3 0.9 1.2

野菜 66 50 75.8 25 37.9 2.5 3.8

果実 66 20 30.3 10 15.2 10 15.2

畜産物* 406 68 16.7 68 16.7 68 16.7

魚介類 78 39 50.0 39 50.0 39 50.0

砂糖類*** 185 63 34.1 31.5 17.0 9.5 5.1

油脂類 327 9 2.8 9 2.8 9 2.8

その他 86 25 29.1 25 29.1 25 29.1

合計*** 2259 850 37.6 496 22.0 208.9 9.2

資料: 農林水産省による令和4年度食料自給率を基に鈴木宣弘が試算。

*飼料自給率を反映した数値。**野菜の種の自給率10%が米・麦・大豆にも現実になったと仮定。

***てん菜の種の自給率が約3割であることも考慮した。しない場合の実質自給率は、10.2%。
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口に入るものは、間違ってはいけない。 

私たちの安心で健康な食づくりは、1927 年、初代の秋川房太郎が

中国大連市郊外に拓いた秋川農園から始まりました。人の命の根源

である食をつくる農業者の重い責任を表現した言葉です。それから

90 年、わたしたちはその信念を今も大切に受け継いでいます。  
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●主力である冷凍加工食品の増産 

●平飼いたまごは鶏舎の増設し安定供給を図る 

●国産飼料自給率の UP→飼料用米増産（多収品種と多収技術の普

及）●農場の IT 化（エサ残量測定装置など）、ペーパーレス化で農

場の負担軽減 

●農場の周辺環境保全対策 
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●プロジェクト開始当初より多収品種にこだわり、 当社飼料に

10～25％配合 

●耕作放棄地を利用し、山口県内の農地を保全 

●毎年 1ｔ/反の鶏糞を投入し、耕作放棄地でも地力 UP！ 

●生産者へ堆肥とともに種子を供給 

●地域ごとに品種を選定し指導  
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飼料米プロジェクト成功のカギは圃場視察会 

全生産者の圃場視察(年２回) １５年間継続 

情報や技術公開することにより生育特性や管理技術習得の早道となる！ 
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年２回の現地視察会を実施（8 月下旬と刈り取り前の 9 月下旬） 

生産者や農研機構の先生、資材会社と一緒に圃場巡回調査。視察会

で生産者のモチベ UP！畑の管理、稲の生育状況を！メンバーにチ

ェックしてもらう視察会は生産者の努力の見せどころ！そのため、

長時間のハードスケジュールにも関わらず、毎回、参加者多数！ 
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百聞は一見に如かず 

全国各地でこのような圃場視察会と生産者会議を！ 

日本一コンテストを数量表彰だけで終わらせない！  
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飼料用米プロジェクト 

種子生産の開始 ２０１０～ 

北陸１９３号の種子が不足し、グループ内の専用品種の安定供給と

多収品種普及のため、種子利用許諾を取得し種子生産を開始 

 

飼料用米プロジェクト 種子の外販の開始 ２０１２～現在 
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生産者同士のネットワークの拡大 

～種子外販先と新たなコミュニティの確立をめざして～ 

→全国各地での多収品種による多収技術での多収が実現する! 
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飼料用米生産を利用した農地(水田)の保全、中山間の集落を守り、

日本の原風景を後世につなぐ 

 

多収品種更新の必要性 

用途は飼料用米に限らず、多様なニーズに合った多収品種育成に国

は力を入れるべき！  
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飼料用米の取組みが開始された頃、それはこれからの農業を変えて

いく光 

食用 ONLY だった米を家畜のエサに利用するという農業革命！ 

すべての農地を守るために、その役割はまだ終わっていない！  
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食料・農業・農村基本法改正へ向けての政策提言 
２０２４年３月２５日 

一般社団法人 日本飼料用米振興協会 

 

外務省の外交青書（2023年）は世界の情勢認識として「国際社会が歴史の転換期に差し

かかり、パワーバランスの変化と地政学的競争が激しさを増す一方で、気候変動や感染症

など地球規模課題は、人類の生存そのものを脅かしている」として危機感を露わにしてい

ます。  

ロシアのウクライナ侵攻、イスラエル・パレスチナ戦争をはじめとして中東情勢の悪化、

中国の覇権主義的行動の活発化、米中対立の激化など、一気に国際社会は共存から分断へ、

さらには対立へとエスカレートの道を歩んでいます。 

経済的対立、軍事的対立のエスカレートで、各国とも軍事費の拡大競争を強いられてい

るのが現状です。グローバリゼーションは陰を潜め分断と敵対姿勢が強まる中で、わが国

の安全保障も軍事的安全保障のみならずエネルギー安全保障、食料安全保障、経済安全保

障、サイバー安全保障、宇宙空間の安全保障までテリトリーとする多重で困難な安全保障

環境に直面しています。とくに軍事面では防衛力の抜本的強化を柱とした「国家安全保障

戦略」（2022 年 12 月）を策定して日米同盟の強化とともに同志国（オーストラリアなど）

との連携強化に努めていますが、それだけでは安全保障は確保できません。 

こうした情勢の中で農林水産省は食料安全保障を目的に掲げた食料・農業・農村基本法

の改正案を閣議決定し、今通常国会での成立を図るとしています。 

基本法の改正案の目的は第二条で「前段省略・・食料安全保障（良質な食料が合理的な

価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいう。）の確保が

図られなければならない。 

国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要

素を有していることに鑑み、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと併せて

安定的な輸入及び備蓄の確保を図ることにより行われなければならない。」としています。 

これは現行基本法が目的としている「食料自給率向上」を基本とした食料安全保障から、

国内生産の増大と同列に「輸入と備蓄を併せた食料安全保障」へとシフトしているように

みえます。確かに「国内の農業生産の増大を図ることを基本とし」というフレーズは残っ

ているものの全体として食料自給率の向上は目標の 1つにすぎないとトーンダウンのよう

にみえます。食料輸入の安定が食料安全保障であるということは平和な国際環境であれば

一理ありますが、分断と対立で有事の国際環境の中で輸入を前提とした食料安全保障はそ

もそも成り立つのかどうかは疑問が残ります。海に囲まれたわが国は敵対国により海上封

鎖されればシーレーン（海上輸送）が寸断されて、たちまちお手上げとなってしまうこと

は第二次世界大戦で苦い経験として味わっています。 

基本法の改正案のほかには食料危機時には米、麦などの「特定食料」の増産指示（指示

に従わない場合は罰金）、流通業者への「供給調整計画の届出制」（配給計画）を内容とす

る「食料供給困難事態対策法案」、農地の確保と適正利用のための「農業振興地域の整備に

関する法律の改正案」、「スマート農業技術の活用の促進に関する法律案」を加えた４法案

を一括して今国会へ提出しています。 

 これまでは平和な時代で食料危機などの有事はないという前提で今までは国民は生きて

きましたが、これからは有事もあり得るという前提で食料危機への対策（食料安全保障）

を構築していくことが求められます。 

 

 そこで、日本飼料用米振興協会は次の政策提案をします。 
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⓵ 食料安全保障は国内生産の拡大を大前提とすべきです。 

わが国の水田農業はコメを軸として食料自給率の維持・向上の要として機能してきま

した。過去 50 年以上にわたる米の生産調整は「水田を水田として維持していく」とい

う国民合意で多額の財政資金の投入を行い、水田を守ってきています。 

言い換えれば水田は国民全体の共有財産で食料安全保障の要です。 

そのことを国民に訴えて水田の生産力を最大限に引き上げていくべきです。 

 

⓶ 水田の生産力を最大化する飼料用米を食料安全保障の要として位置づけるべきです。 

 飼料用米は米需給の調整弁として見られがちですが、実は食料自給率向上だけでな

く食料安全保障の要です。現在、飼料用米は家畜の飼料原料として重要な一角を担って

きており飼料自給率の向上に大いに寄与してます。 

今は、飼料用米は一切食用米への転用は禁じられていますが、人が食べても美味しい

のが現実です。いざ食料危機の場合は人の食料へ転用ができるように制度設計してい

くべきです。 

ある意味では飼料用米は食料安全保障の最後の砦となります。 

 

⓷ 飼料用米に求められているのは安定供給の確保です。 

 飼料用米の生産量は年々拡大してきて 80 万ｔを超えた時（2022 年産）もあります。 

基本計画の 70 万ｔを超えた優等生であるはずですが、現在は増えすぎなので生産拡

大にブレーキが掛けられております。 

その結果、畜産生産者は飼料用米の調達が困難となっております。 

実需者から飼料用米に求められているのは増産と共に安定供給の確保です。 

 

⓸ 飼料用米の交付金の上限は撤廃すべきです。 

 飼料用米を生産する稲作生産者には地域の標準単収をベースに 10a 当たり 8 万円の

標準単価を基準にキロ当たり約 167 円の単価で±150kg/10a の範囲（5.5～10.5 万円

/10a）で水田活用の交付金が直接支払いされています。 

しかし、上限が設けられていることから超多収（地域の標準単収から 150/kg 以上の

多収は打ち切り）を実現しても経済的メリットがないというのが問題点として指摘され

ています。 

多収のモチベーションアップのためにも交付金の上限は撤廃すべきです。 

 

⓹ 多収で高タンパク米の品種開発を再開するべきです。 

多収で高タンパク米が飼料原料として求められています。 

すでに多収で高タンパク米の品種が開発されていますが、普及はこれからです。 

これらの品種の普及と共に現在は中断されていますが、さらに多収で高タンパク米の

品種開発を再開していくべきです。 

水田の生産力を最大限に発揮するにはさらに優良な多収品種の研究開発の継続が欠

かせません。 

以上 
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（参考資料１） 
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（参考資料２） 

 
 

（参考資料３） 
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閉会のまとめ 一般社団法人日本飼料用米振興協会 副理事長 加藤好一 

新農業基本法と飼料用米 ー 閉会のご挨拶にかえて 
 数年前のことだが、東大農学部の鈴木亘弘東大院教授の研究室にお邪魔したとき、先生

が最近農水省や国が、「食料自給率」という言葉を使わなくなっている、という主旨の感想

を述べられていた。 

「食料自給率」は私たちにとって最重要の言葉で、先生のつぶやきは気にはなったが、

その時はうかつにも聞き流してしまっていた。 

 しかし今、先生のこのつぶやきが重大な意味を持っていたことがわかる。 

それは農業基本法（食料・農業・農村基本法）をめぐるこの間の国の議論と動向である。 

この法が制定されたのは 1999年である。 

この時代、食料で困る状況など想定できなかったし、日本経済もまだ強かった。 

しかし 25年が経過した今日、その状況は一変した。 

飼料や肥料、燃料の暴騰など生産者の経営は圧迫され、廃業もあとを絶たない。 

ただでさえ、生産基盤（担い手・農地）が深刻すぎる状況にあり、そのなかでのことだ。 

つまりその意味で新基本法制定は必然なのだ。 

 しかし東大大学院の安藤光義教授は、新基本法は「新機軸が乏しい。前回の改正は日本

型直接払いにつながる制度が用意されていた。今回は目玉がない。新たな予算措置を伴う

施策は極力避けているように見える」。（日本農業新聞：2/28） 

 私も新基本法は問題が多いと思っている。 

鈴木先生はあるところで（「農業基本法の現在地」/月刊「日本の進路」）、「新基本法の原

案には食料自給率という言葉がなく、『基本計画』の項目で『指標の一つ』と位置づけを後

退させ、食料自給率向上の抜本的な対策の強化などには言及されていない」、と書かれてい

る。 

これまで自給率目標を掲げてきたが低下する一方で、この間、その総括も対策もなかっ

た。 

わが国は「食料自給」という問題を、意図的に忘却しようとしているかのようだ。その

結果、「食料の安全保障」という問題意識もその裏づけが希薄になる。 

また「食料自給」の問題では、「種」の自給と自家採取、自家増殖の問題も重要だ。 

加えて日本農業新聞は、新基本法に基づく農水省の戦略として、「農地の受け皿となる農

業法人に農地の集積・集約化を加速し、先端技術を活用して、農作業を大幅に省力化。 

食品メーカーをはじめ外部から農業への投資を呼び込み、農業を食料産業化する」こと

にあると報じている（2/29）。 

いずれにしても、このあたりの問題が、まずは新基本法の本質的な問題だろう。 

 こういう認識が根底にある以上、飼料用米が積極的に位置づけられることはないだろう。 

しかしこの問題に入る前に、戦後農政の本質を振り返っておく必要がある。 

ここでも鈴木先生のご主張をお借りする。 

 「戦後の米国の占領政策により米国の余剰農産物の処分場として食料自給率を下げてい

くことを宿命づけられた」（同上）、いわば米国の 51 番目の州、それがわが国である。 

つまり稲作中心の農業になっていったのは米国発の日本の国家政策だった。 

これをいまの政治家や官僚は忘れている。 

私のように 60代以上の年代の、学校給食のメニューを思い出そう。 

コッペパンと脱脂粉乳。その背景にはこういう事情があった。 

 いま農水省は水田の畑地化を推進したいようだ。 

もちろんこれを全面的に否定するつもりはない。 

しかしこれが声高になるにつれ、国は水田農業からの撤退（食料自給率の軽視）を考え

ているのではないかと懸念する。 
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水田は水田として最大限維持され、その結果としていわゆる多面的機能も維持される。 

これがおかしくなれば昨今の日本の地方経済を支えるインバウンド（外国人訪日客）に

も影響が出るのではないか。 

 地方経済というならば、水田を中心とする農業をどうしていくかが最重要な問題のはず

だ。ここに飼料用米の役割や重要性が明確に位置づけられなければならない。 

 しかし畑地化とともに大規模化、輸出、スマート農業を強調する昨今の農政は、問題あ

りと言わざるをえない。 

飼料用米の助成金単価の引き下げと、品種問題（多収専用品種への誘導）がその根っこの

一つだ。ちなみに 24 年産転作作物の作付け動向によれば、すでに飼料用米は 25 道府県が

「減少」の意向だという。 

これは結果としてこうなったという問題ではない。 

ここには明らかに政治的な意図が感じられる。由々しき事態だ。 

水稲生産者にはやはり米を作ってもらう。これこそが農政の基本だろう。  

さて私見を中心に、縷々（るる）述べてきたが、当協会の基本的な考え方は、本日のシ

ンポジウムで信岡誠治理事（元東京農大教授）から表明していただいた。 

飼料用米が正念場の状況にあるなか、これを今後の当協会の活動の指針としていく所存

である。 

 また本シンポジウムでも、各方面から貴重なご意見や当協会に対する連帯のご挨拶を賜

った。感謝申し上げたい。 

今後とも皆さんの当協会に対するご支援・ご指導をあらためてお願い申し上げ、本シン

ポジウムを閉じさせていただく。 

本日のご参加、まことにありがとうございました。 

第１０回 飼料用米普及のためのシンポジウム２０２４ 開催、運営組織の紹介 

主 催  ：一般社団法人 日本飼料用米振興協会 

正社員  ：生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 

木徳神糧 株式会社 

昭和産業 株式会社 

株式会社 秋川牧園 

株式会社 木村牧場 
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賛助会員 ：日本生活協協同組合連合会 

生活協同組合おかやまコープ 

庄内みどり 農業協同組合 

栃木県開拓 農業協同組合 

ジェイエイ北九州組合飼料 株式会社 

株式会社平田牧場 

ＪＡ加美よつば 農業協同組合 

太陽工業 株式会社       

滋賀県飼料米利活用推進協議会 

今回のシンポジウム２０２４への特別協賛団体 

東都生活協同組合 

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 
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農林水産省と共同で開催しております飼料用米多収日本一表彰事業の基礎と

なります農林水産省の作成している「飼料用米をめぐる情勢について」を資

料として掲載しております。出典は農林水産省ホームページの公開資料。 
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飼料用米の需要（P4） 
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飼料用米の生産（P8） 
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生産コストの低減（P13） 
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流通コストの低減（P25） 
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飼料用米を活用した畜産物のブランド化(P31) 
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参考資料(P35)
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流通コストの低減（P25） 
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飼料用米を活用した畜産物のブランド化(P31) 
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栃木県開拓 農業協同組合 

ジェイエイ北九州組合飼料 株式会社 

株式会社平田牧場 

ＪＡ加美よつば 農業協同組合 

太陽工業 株式会社       
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第１０回 飼料用米普及のためのシンポジウム２０２４ 

資 料 集 

作成責任：一般社団法人日本飼料用米振興協会 事務局 

  理事・事務局長  若狹良治 wakasa_ryoji@j-fra.or.jp 

発行責任：一般社団法人日本飼料用米振興協会 

理事長 海老澤惠子 ebisawa_keiko@j-fra.or.jp 

作成月日：２０２４年３月２５日（月） 

配布場所：東京大学 弥生講堂：一条ホール 

頒布価格：無料 

公開方法：ホームページに PDF 資料で公開します。 

ホームぺージ 

https://j-fra.com （最新情報） 

http://j-fra.or.jp （これまでのデータ） 
代表メール 

postmaster@j-fra.or.jp 
 

  



84 

 

令和５年度飼料用米多収日本一表彰事業 受賞者の活動紹介 
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６５頁に掲載 

 

 

６６頁に掲載 
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６６頁に掲載 

 

 

６７頁に掲載 
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「令和４年度飼料用米多収日本一」受賞者の取組概要（参考資料） 
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